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議議
会会
所所
在在
地地
変変
更更

政
府
は
３
月
１６
日
、
東
日
本
大

震
災
で
発
生
し
た
ガ
レ
キ
の
処
理

を
進
め
る
た
め
、
３５
道
府
県
と
１０

政
令
指
定
都
市
に
対
し
、
協
力
を

求
め
る
要
請
文
を
発
送
し
た
。
ま

た
、
野
田
佳
彦
・
内
閣
総
理
大
臣

名
の
要
請
文
と
併
せ
、
細
野
豪
志

・
環
境
大
臣
名
の
要
請
文
も
発
送

し
た
。
各
自
治
体
へ
要
請
し
た
ガ

レ
キ
の
搬
出
元
は
、
岩
手
と
宮
城

の
２
県
を
対
象
と
し
て
い
る
。

今
回
の
要
請
は
、
災
害
廃
棄
物

の
処
理
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第

６
条
第
１
項
に
基
づ
く
措
置
。
福

島
も
加
え
た
被
災
３
県
、
既
に
受

け
入
れ
て
い
る
東
京
都
、
受
け
入

れ
を
表
明
し
た
各
自
治
体
は
、
要

請
文
の
発
送
対
象
か
ら
除
か
れ
て

い
る
。
な
お
、
受
け
入
れ
を
表
明

し
た
自
治
体
の
う
ち
、
群
馬
、
神

奈
川
、
静
岡
の
３
県
と
、
３
県
内

に
所
在
す
る
政
令
指
定
都
市
の
５

団
体
に
つ
い
て
は
３
月
２３
日
、
具

体
的
な
要
請
内
容
を
盛
り
込
ん
だ

要
請
文
を
発
送
し
た
。

野
田
総
理
の
要
請
文
で
は
地
震

に
伴
う
津
波
に
よ
り
、
岩
手
県
で

通
常
の
一
般
廃
棄
物
排
出
量
の
約

１１
年
分
、
宮
城
県
で
は
約
１９
年
分

に
及
ぶ
膨
大
な
災
害
廃
棄
物
の
発

生
を
指
摘
し
、
広
域
処
理
の
必
要

性
を
強
調
し
た
。
細
野
環
境
相
の

要
請
文
で
は
広
域
処
理
の
必
要
な

量
が
、
岩
手
県
内
で
は
約
５７
万

�
、
宮
城
県
内
で
は
約
３
４
４
万

�
と
示
し
た
う
え
で
、
受
け
入
れ

が
可
能
な
施
設
で
の
処
理
を
依
頼

し
た
。

【
広
域
処
理
要
請
先
】
〈
道
府
県
〉
▽

北
海
道
▽
茨
城
県
▽
栃
木
県
▽
千
葉
県

▽
新
潟
県
▽
富
山
県
▽
石
川
県
▽
福
井

県
▽
山
梨
県
▽
長
野
県
▽
岐
阜
県
▽
愛

知
県
▽
三
重
県
▽
滋
賀
県
▽
京
都
府
▽

兵
庫
県
▽
奈
良
県
▽
和
歌
山
県
▽
鳥
取

県
▽
島
根
県
▽
岡
山
県
▽
広
島
県
▽
山

口
県
▽
徳
島
県
▽
香
川
県
▽
愛
媛
県
▽

高
知
県
▽
福
岡
県
▽
佐
賀
県
▽
長
崎
県

▽
熊
本
県
▽
大
分
県
▽
宮
崎
県
▽
鹿
児

島
県
▽
沖
縄
県
〈
政
令
指
定
都
市
〉
▽

札
幌
市
▽
千
葉
市
▽
新
潟
市
▽
名
古
屋

市
▽
京
都
市
▽
神
戸
市
▽
岡
山
市
▽
広

島
市
▽
北
九
州
市
▽
福
岡
市

内
閣
府
は
３
月
１６
日
、
政
府
の

第
６
回
地
域
主
権
戦
略
会
議
へ

「
国
の
出
先
機
関
の
事
務
・
権
限

の
ブ
ロ
ッ
ク
単
位
で
の
移
譲
に
係

る
特
例
制
度
（
基
本
構
成
案
）
」

を
示
し
た
�
３
・
４
面
掲
載
。

同
案
は
、
政
府
が
平
成
２２
年
１２

月
２８
日
に
閣
議
決
定
し
た
「
ア
ク

シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
〜
出
先
機
関
の

原
則
廃
止
に
向
け
て
〜
」
に
基
づ

き
、
出
先
機
関
の
事
務
・
権
限
を

移
譲
す
る
た
め
の
枠
組
み
を
示
す

も
の
。
受
け
皿
と
な
る
広
域
的
実

施
体
制
は
、
都
府
県
で
組
織
す
る

「
特
定
広
域
連
合
」
と
し
た
ほ
か
、

北
海
道
と
沖
縄
県
が
個
々
に
移
譲

対
象
と
さ
れ
た
。
移
譲
の
受
け
皿

と
な
る
こ
と
を
現
時
点
で
希
望
し

て
い
る
関
西
、
九
州
両
地
域
の
意

向
を
踏
ま
え
、
当
面
の
移
譲
候
補

は
、
経
済
産
業
局
、
地
方
整
備
局
、

地
方
環
境
事
務
所
と
し
て
い
る
。

熊熊
本本
市市
がが
指指
定定
都都
市市

４
月
１
日
、
熊
本
県
熊
本
市
が

中
核
市
か
ら
政
令
指
定
都
市
へ
移

行
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
全
国
で
２０

番
目
の
政
令
指
定
都
市
が
誕
生
し

た
。
指
定
都
市
と
な
る
こ
と
で
、

社
会
福
祉
、
保
健
衛
生
事
務
事
業

な
ど
で
都
道
府
県
並
み
の
権
限
が

移
譲
さ
れ
る
。

な
お
、
指
定
都
市
移
行
に
伴
い

住
所
が
熊
本
市
中
央
区
手
取
本
町

１
―
１
へ
変
更
と
な
る
。

▽
長
岡
市
（
新
潟
県
）

〒
９
４
０
―
８
５
０
１

長
岡
市
大
手
通
１
―
４
―
１０

電
話
番
号
は
変
更
な
し

４月５日現在の都市数
８１０団体

うち
指定都市 ２０市
中核市 ４０市
特例市 ４０市
一般市 ６８７市
特別区 ２３区

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）

第1827・28号４月５日平成24年
（2012年）

◎内訳
●県北（洋野町、久慈市、野田村、普代村）

放射能濃度（Bq／kg）
不検出（検出下限値未満）～３９．６
不検出（検出下限値未満）～３５
不検出（検出下限値未満）

●宮古市（田野畑村分及び岩泉町分を含む）
放射能濃度（Bq／kg）

不検出（検出下限値未満）～１３５

●山田町、大槌町
放射能濃度（Bq／kg）

不検出（検出下限値未満）～１３１

●釜石市
放射能濃度（Bq／kg）

―
―

●大船渡市、陸前高田市
放射能濃度（Bq／kg）

５０～１０３

広域処理希望量（千ｔ）
２９
６６
３５

広域処理希望量（千ｔ）
１０８

広域処理希望量（千ｔ）
１２２

広域処理希望量（千ｔ）
７
５７

広域処理希望量（千ｔ）
１４９

可燃物
不燃物
木くず

木くず

木くず

不燃物
木くず

木くず

◎内訳
●石巻ブロック（石巻市、東松島市、女川町）

放射能濃度（Bq／kg）
１０１～１７１

２０７～３６０（細じん）、２０～５０（その他）
３５～８４

●宮城東部ブロック（塩竃市、多賀城市、七ヶ浜町）
放射能濃度（Bq／kg）

２３０～３９０（細じん）、４４～１０９（その他）

●名取・亘理ブロック（名取市、岩沼市、亘理町、山元町）
［名取処理区］

放射能濃度（Bq／kg）
２６０（細じん）、８６（その他）

６６

［岩沼処理区］
放射能濃度（Bq／kg）

３１０（細じん）、６２（その他）
４１

［亘理処理区］
放射能濃度（Bq／kg）

９３０（細じん）、２４０（その他）

［山元処理区］
放射能濃度（Bq／kg）

３４０
●気仙沼ブロック（気仙沼市、南三陸町）は未定。

広域処理希望量（千ｔ）
１，３１６
１，０５７
５６８

広域処理希望量（千ｔ）
６１

広域処理希望量（千ｔ）
１５
１２

広域処理希望量（千ｔ）
１０
３７

広域処理希望量（千ｔ）
２４７

広域処理希望量（千ｔ）
１１７

可燃物
不燃物
木くず

不燃物

不燃物
木くず

不燃物
木くず

不燃物

木くず

震
災
復
興
に
向
け
野
田
総
理
が

４／１

ガガ
レレ
キキ
処処
理理
へへ
のの
協協
力力
要要
請請

国
の
出
先
機
関
の
権
限
移
譲
で

特特
例例
制制
度度
のの
基基
本本
案案
をを
提提
示示

岩手県広域処理希望量 平成２４年３月１１日現在

可燃物 ２９（千ｔ）
不燃物 ７３（千ｔ）
木くず ４７１（千ｔ）
合 計 ５７３（千ｔ）

宮城県広域処理希望量 平成２４年３月１１日現在

可燃物 １，３１６（千ｔ）
不燃物 １，３９０（千ｔ）
木くず ７３４（千ｔ）
合 計 ３，４４０（千ｔ）

（１） 平成２４年４月５日 第１８２７・２８号
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本
会
の
地
行
・
地
財
・
社
文
・

産
経
・
建
運
の
５
委
員
会
に
よ
る

平
成
２３
年
度
中
の
要
望
活
動
結
果

の
概
要
を
今
号
か
ら
、
３
回
に
わ

た
り
順
次
掲
載
す
る
。

地地
方方
行行
政政
委委
員員
会会

２３
年
度
の
地
方
行
政
分
野
は
、

地
方
自
治
法
の
改
正
が
大
き
な
テ

ー
マ
と
な
っ
た
。
２３
年
８
月
２４
日

に
発
足
し
た
第
３０
次
地
方
制
度
調

査
会
を
舞
台
に
地
方
六
団
体
代
表

の
参
加
も
交
え
つ
つ
、
有
識
者
が

議
論
を
交
わ
し
た
。
議
論
の
結
果

を
踏
ま
え
取
り
ま
と
め
た
地
方
自

治
法
改
正
案
に
関
す
る
意
見
書
は

昨
年
末
、
地
制
調
の
会
長
で
あ
る

西
尾
勝
・
（
財
）
東
京
市
政
調
査

会
理
事
長
か
ら
野
田
総
理
に
手

交
。
２４
年
３
月
９
日
に「
地
方
自
治

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」

と
し
て
国
会
へ
提
出
さ
れ
た
。

法
案
の
骨
子
を
見
る
と
、
住
民

の
代
表
と
し
て
の
議
会
の
適
正
な

権
限
を
行
使
す
る
た
め
、
地
方
議

会
の
会
期
・
招
集
、
議
会
と
長
と

の
関
係
、
直
接
請
求
制
度
等
、
幅

広
く
議
会
の
あ
り
方
を
明
記
し
て

い
る
。
法
案
の
概
要
は
以
下
の
と

お
り
。

▽
地
方
議
会
制
度

地
方
議
会
の
会
期
に
つ
い
て
は

条
例
に
よ
り
、
定
例
会
・
臨
時
会

の
区
分
を
設
け
ず
、
通
年
の
会
期

も
開
会
可
能
と
し
た
。

し
か
し
、
知
事
会
な
ど
執
行
三

団
体
側
は
、
長
の
出
席
義
務
が
生

じ
通
常
業
務
に
支
障
を
き
た
す
可

能
性
が
あ
る
な
ど
の
点
を
危
惧
。

地
方
六
団
体
間
で
意
見
の
集
約
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
た
め
、
提
出
法
案
に
関
し

て
は
執
行
部
側
に
も
配
慮
。
長
等

へ
の
議
場
の
出
席
義
務
に
つ
い
て

は
、
条
例
で
定
め
た
定
例
日
ま
た

は
議
案
の
審
議
に
限
定
す
る
と
し

た
。
執
行
部
側
が
議
場
に
出
席
で

き
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合

に
は
、
議
長
へ
届
け
出
る
こ
と
で

出
席
義
務
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
な

ど
が
法
案
に
明
記
さ
れ
た
。

臨
時
会
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

は
、
現
行
で
あ
れ
ば
議
長
の
請
求

を
受
け
長
が
招
集
す
る
が
、
過
去

に
長
が
権
利
を
濫
用
し
臨
時
会
を

開
か
な
い
事
態
が
生
じ
た
。
よ
っ

て
法
案
で
は
、
議
長
等
の
臨
時
会

の
招
集
請
求
に
対
し
、
長
が
招
集

し
な
い
場
合
、
議
長
が
代
わ
り
に

臨
時
会
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
配
慮
し
た
。

議
会
運
営
で
は
委
員
会
に
関
す

る
規
定
を
簡
素
化
し
、
委
員
の
選

任
方
法
、
在
任
期
間
等
に
つ
い
て

法
律
で
定
め
て
い
た
事
項
を
条
例

へ
委
任
す
る
こ
と
を
明
記
し
た
。

委
員
会
が
必
要
に
応
じ
て
、
広
く

議
会
外
の
意
見
を
聴
き
、
委
員
会

の
審
議
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
設

け
ら
れ
て
い
た
「
公
聴
会
」
「
参

考
人
招
致
」
に
つ
い
て
も
適
用
範

囲
を
拡
大
。
本
会
議
も
対
象
に
加

え
た
。

▽
議
会
と
長
の
関
係

再
議
制
度
で
は
、
一
般
再
議
の

対
象
を
条
例
・
予
算
外
の
議
決
事

件
へ
拡
大
す
る
こ
と
が
盛
り
込
ま

れ
た
。
な
お
、
条
例
・
予
算
等
に

つ
い
て
は
出
席
議
員
の
３
分
の
２

以
上
の
賛
成
で
再
議
で
き
る
が
、

そ
の
ほ
か
の
再
議
決
要
件
は
出
席

議
員
の
過
半
数
と
し
た
。

専
決
処
分
で
は
、
副
知
事
、
副

市
町
村
長
の
選
任
を
対
象
か
ら
除

外
す
る
こ
と
、
条
例
・
予
算
の
専

決
処
分
に
つ
い
て
議
会
が
不
承
認

と
し
た
場
合
、
長
が
必
要
と
認
め

る
措
置
を
講
じ
、
議
会
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。

地
制
調
の
議
論
で
は
、
専
決
処

分
の
取
り
扱
い
を
巡
り
執
行
部
側

と
議
会
側
で
大
き
く
意
見
が
分
か

れ
た
。
従
来
な
ら
ば
副
知
事
、
副

市
町
村
長
の
選
任
が
専
決
処
分
の

対
象
だ
っ
た
た
め
、
議
会
の
議
決

が
得
ら
れ
な
い
場
合
も
長
が
単
独

で
処
分
で
き
る
事
項
で
あ
っ
た
。

し
か
し
本
会
は
じ
め
議
会
三
団

体
は
知
事
、
市
町
村
長
と
い
う
最

高
の
意
思
決
定
機
関
を
補
佐
す
る

役
職
は
選
任
の
際
、
専
決
処
分
を

認
め
ず
議
会
の
議
決
が
必
要
で
あ

る
こ
と
を
主
張
し
て
き
た
。
条
例

・
予
算
の
専
決
処
分
の
対
象
化
に

つ
い
て
も
同
様
に
執
行
三
団
体
と

議
会
三
団
体
と
の
間
で
議
論
を
重

ね
て
い
た
。

条
例
公
布
で
は
過
去
に
議
会
が

条
例
を
可
決
し
て
も
市
長
が
交
付

し
な
い
事
態
が
生
じ
た
た
め
、
２０

日
以
内
に
再
議
に
付
さ
な
い
場

合
、
長
に
交
付
す
る
こ
と
を
義
務

付
け
た
。

▽
直
接
請
求
制
度

直
接
請
求
制
度
で
は
解
散
、
解

職
に
必
要
な
署
名
数
要
件
を
緩
和

す
る
。
通
常
、
解
散
、
解
職
に
必

要
な
署
名
数
要
件
は
有
権
者
数
の

３
分
の
１
。
現
行
法
で
は
有
権
者

数
４０
万
人
を
越
え
る
部
分
は
６
分

の
１
が
要
件
と
さ
れ
、
署
名
が
集

ま
り
に
く
く
、
十
分
に
制
度
が
機

能
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
改

正
後
、
有
権
者
数
４０
万
人
か
ら
８０

万
人
の
部
分
に
つ
い
て
は
現
行
法

の
水
準
ど
お
り
６
分
の
１
と
し
、

新
た
に
８０
万
人
を
越
え
る
部
分
で

は
８
分
の
１
と
す
る
こ
と
を
決

定
。
署
名
要
件
数
を
一
部
緩
和
し

た
。地

制
調
に
よ
る
自
治
法
改
正
案

の
議
論
は
、
条
例
制
定
・
改
廃
請

求
の
対
象
か
ら
地
方
税
等
の
賦
課

徴
収
規
定
を
除
外
し
て
い
る
こ
と

に
も
波
及
し
た
。

地
方
税
に
お
け
る
賦
課
徴
収
規

定
の
削
除
の
歴
史
は
古
く
、
昭
和

２３
年
に
ま
で
遡
る
。
当
時
は
電
気

ガ
ス
税
を
中
心
と
し
た
地
方
税
の

減
税
を
求
め
る
市
民
か
ら
の
税
条

例
改
正
請
求
が
多
数
実
施
さ
れ
た

が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
否
決
さ
れ

た
現
実
に
よ
り
削
除
さ
れ
た
。

し
か
し
、
近
年
で
は
地
方
税
に

関
し
住
民
の
注
目
も
高
ま
り
、
選

挙
に
勝
つ
こ
と
の
み
を
目
的
と
し

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
に
減
税
を
掲

げ
、
選
挙
民
か
ら
支
持
を
得
よ
う

と
す
る
勢
力
が
出
現
し
て
い
る
。

地
制
調
の
専
門
小
委
員
会
に
お
い

て
も
本
会
の
関
谷
博
会
長
（
下
関

市
議
会
議
長
）
が
現
段
階
で
は
理

念
を
別
に
し
、
地
方
税
の
賦
課
徴

収
の
除
外
規
定
の
削
除
に
つ
い
て

は
慎
重
に
対
応
す
べ
き
だ
と
訴
え

て
い
た
。

議
論
の
末
、
３
月
に
提
出
さ
れ

た
法
案
で
は
、
地
方
税
の
賦
課
徴

収
規
定
の
導
入
は
事
実
上
先
送
り

と
な
り
、
本
会
を
は
じ
め
と
す
る

地
方
六
団
体
の
意
見
を
反
映
す
る

形
で
決
着
し
た
。

▽
国
等
に
よ
る
違
法
確
認
訴
訟
制

度
の
創
設

国
等
が
是
正
の
要
求
等
を
し
た

場
合
に
、
地
方
公
共
団
体
が
適
切

な
処
置
を
講
じ
ず
国
・
地
方
係
争

処
理
委
員
会
等
へ
の
審
査
の
申
し

出
も
し
な
い
場
合
、
国
等
は
違
法

確
認
訴
訟
を
提
起
で
き
る
こ
と
と

し
た
。

▽
一
部
事
務
組
合
・
広
域
連
合
等

一
部
事
務
組
合
・
広
域
連
合
等

に
つ
い
て
は
脱
退
の
手
続
き
は
簡

素
化
さ
れ
る
。
一
部
事
務
組
合
は

ご
み
焼
却
場
な
ど
構
成
団
体
の
需

要
と
供
給
の
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
立

つ
も
の
が
多
く
あ
る
。
本
会
と
し

て
は
安
易
な
脱
退
の
手
続
き
は
そ

の
後
の
運
営
に
支
障
を
き
た
す
可

能
性
が
あ
る
た
め
、
慎
重
な
対
応

を
政
府
に
求
め
て
い
た
。

な
お
、
今
回
の
法
案
で
は
、
広

域
連
合
は
脱
退
の
手
続
き
の
簡
素

化
か
ら
外
さ
れ
た
。

２３年度

〈１〉

本本

会会

委委
員員
会会

活活
動動
結結
果果
のの
概概
要要
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国
の
出
先
機
関
の
事
務
・
権
限

の
地
方
公
共
団
体
へ
の
移
譲
を
推

進
し
、
も
っ
て
国
及
び
地
方
公
共

団
体
を
通
じ
た
行
政
の
効
率
化
を

図
る
と
と
も
に
、
住
民
の
福
祉
の

向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
「
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン

〜
出
先
機
関
の
原
則
廃
止
に
向
け

て
〜
」
（
平
成
２２
年
１２
月
２８
日
閣

議
決
定
）
記
１
に
基
づ
き
、
出
先

機
関
の
事
務
・
権
限
を
ブ
ロ
ッ
ク

単
位
で
移
譲
す
る
こ
と
を
推
進
す

る
た
め
の
広
域
的
実
施
体
制
の
枠

組
み
を
下
記
の
方
針
に
よ
り
検
討

し
、
個
別
の
事
務
・
権
限
ご
と
に

国
の
関
与
を
始
め
と
す
る
諸
課
題

に
つ
い
て
具
体
的
な
検
討
を
行
っ

た
上
で
、
今
国
会
へ
の
特
例
法
案

提
出
を
目
指
す
。記

１

広
域
的
実
施
体
制
の
在
り
方

に
つ
い
て

（
１
）
広
域
的
実
施
体
制

出
先
機
関
の
事
務
・
権
限
（
以

下
「
事
務
等
」
と
い
う
。
）
の
ブ

ロ
ッ
ク
単
位
で
の
移
譲
の
受
け
皿

と
な
る
広
域
的
実
施
体
制
は
、
特

定
広
域
連
合
（
地
方
自
治
法
（
昭

和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
２
８
４

条
第
１
項
に
規
定
す
る
広
域
連
合

で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
組
織
す
る
都

道
府
県
の
区
域
を
合
わ
せ
た
区
域

が
移
譲
対
象
出
先
機
関
の
管
轄
区

域
（
当
該
管
轄
区
域
に
含
ま
れ
な

い
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の

合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
区
域
を
除

く
。
）
を
包
括
す
る
も
の
を
い

う
。
）
並
び
に
北
海
道
及
び
沖
縄

県
（
以
下
「
特
定
広
域
連
合
等
」

と
い
う
。
）
と
す
る
。

（
２
）
執
行
機
関
の
在
り
方

特
定
広
域
連
合
に
長
を
置
く

（
構
成
団
体
の
長
と
の
兼
職
を
妨

げ
な
い
。
）
。

特
定
広
域
連
合
を
組
織
す
る
地

方
公
共
団
体
の
長
を
構
成
員
と
す

る
会
議
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

会
議
を
設
置
し
た
と
き
は
、
特
定

広
域
連
合
の
長
は
、
施
策
に
関
す

る
重
要
事
項
を
決
定
し
、
又
は
変

更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
会
議
の
意
見

を
聴
く
も
の
と
す
る
。
特
定
広
域

連
合
の
長
は
、
会
議
の
意
見
を
尊

重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

特
定
広
域
連
合
の
長
の
下
、
日

常
の
業
務
執
行
を
管
理
す
る
専
任

の
執
行
役
を
移
譲
対
象
出
先
機
関

ご
と
に
置
く
。

（
３
）
議
会
の
在
り
方

常
任
委
員
会
の
設
置
、
定
例
会

の
回
数
増
及
び
会
期
の
長
期
化
等

に
つ
い
て
、
特
定
広
域
連
合
等
の

議
会
の
自
主
的
な
取
組
み
を
促
す
。

（
４
）
監
査
・
透
明
性
の
確
保

特
定
広
域
連
合
は
、
地
方
自
治

法
第
２
５
２
条
の
３６
第
１
項
に
規

定
す
る
包
括
外
部
監
査
契
約
の
締

結
を
必
須
と
す
る
。

移
譲
事
務
等
の
実
施
状
況
を
特

定
広
域
連
合
等
が
自
ら
検
証
し
評

価
す
る
仕
組
み
を
２
（
６
）
�
の

基
本
方
針
で
定
め
る
。

（
５
）
区
域
の
在
り
方

特
定
広
域
連
合
の
区
域
が
移
譲

対
象
出
先
機
関
の
管
轄
区
域
（
当

該
管
轄
区
域
に
含
ま
れ
な
い
と
す

る
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
合
理
性

が
認
め
ら
れ
る
区
域
を
除
く
。
）

を
包
括
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
。

（
６
）
組
織
の
安
定
性
、
永
続
性

特
定
広
域
連
合
が
解
散
す
る
場

合
及
び
特
定
広
域
連
合
を
組
織
す

る
都
道
府
県
が
脱
退
す
る
場
合
の

手
続
等
は
、
別
に
法
律
で
定
め

る
。
（
当
該
法
律
が
定
め
ら
れ
な

け
れ
ば
、
解
散
及
び
脱
退
は
で
き

な
い
。
）
。

（
７
）
効
果
的
・
効
率
的
な
広
域

行
政
の
推
進

特
定
広
域
連
合
を
組
織
す
る
地

方
公
共
団
体
の
事
務
等
を
持
ち
寄

る
こ
と
に
よ
り
、
広
域
行
政
を
よ

り
効
果
的
・
効
率
的
な
も
の
と
す

る
。政

令
市
の
加
入
を
促
進
す
る
。

２

事
務
等
の
移
譲
の
在
り
方
に

つ
い
て

（
１
）
移
譲
対
象
と
な
る
事
務
等

移
譲
対
象
出
先
機
関
単
位
で
全

て
の
事
務
等
を
移
譲
す
る
こ
と
を

基
本
と
し
、
移
譲
を
受
け
よ
う
と

す
る
具
体
的
意
思
を
有
す
る
関

西
、
九
州
両
地
域
の
意
向
を
踏
ま

え
、
経
済
産
業
局
、
地
方
整
備
局

及
び
地
方
環
境
事
務
所
を
当
面
の

移
譲
対
象
候
補
と
す
る
。

（
２
）
の
措
置
に
よ
る
こ
と
と

し
た
場
合
で
も
、
な
お
不
都
合
が

生
じ
る
場
合
に
は
、
移
譲
の
例
外

と
な
る
事
務
等
と
す
る
こ
と
を
個

別
に
検
討
す
る
。

（
２
）
移
譲
の
た
め
の
措
置

移
譲
事
務
等
は
特
定
広
域
連
合

等
の
区
域
外
の
地
域
に
お
い
て
は

引
き
続
き
国
が
処
理
す
る
事
務
で

あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
当
分
の

間
、
以
下
の
と
お
り
の
取
扱
い
と

す
る
。

�
事
務
区
分

原
則
と
し
て
法
定
受
託
事
務
と

す
る
。

�
国
の
関
与

国
と
地
方
の
対
等
・
協
力
の
関

係
を
前
提
と
し
た
上
で
、
国
に
よ

る
関
与
（
協
議
、
同
意
、
許
可
・

認
可
・
承
認
、
指
示
等
）
を
必
要

に
応
じ
て
柔
軟
に
設
け
る
。

�
移
譲
事
務
等
に
関
す
る
事
業

計
画特

定
広
域
連
合
等
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
意

見
を
聴
い
た
上
、
毎
年
度
事
業
計

画
を
策
定
し
、
移
譲
事
務
等
に
係

る
法
律
の
所
管
大
臣
の
同
意
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�
並
行
権
限
行
使

移
譲
事
務
等
に
係
る
法
律
の
所

管
大
臣
の
並
行
権
限
行
使
を
必
要

に
応
じ
て
柔
軟
に
活
用
す
る
。

�
区
域
外
権
限
行
使

移
譲
対
象
出
先
機
関
が
有
す
る

広
域
的
な
事
業
者
や
事
業
活
動
に

対
す
る
区
域
外
権
限
行
使
を
維
持

・
継
続
す
る
。

（
３
）
大
規
模
災
害
時
等
の
緊
急

時
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン

国
民
の
生
命
、
身
体
、
財
産
の

保
護
の
た
め
緊
急
に
事
務
等
の
的

確
な
指
示
を
確
保
す
る
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
移
譲
事
務

等
に
係
る
法
律
の
所
管
大
臣
が
、

移
譲
事
務
等
の
処
理
に
関
し
、
特

定
広
域
連
合
等
の
長
に
対
し
必
要

な
処
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
個
別
法
令
に
お
い
て
所
要
の

手
当
て
を
講
ず
る
。

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
３６
年

法
律
第
２
２
３
号
）
に
基
づ
く
緊

急
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た

場
合
に
は
、
移
譲
対
象
出
先
機
関

を
所
管
し
て
い
た
大
臣
は
、
特
定

広
域
連
合
等
の
長
に
対
し
、
防
災

に
関
す
る
事
務
又
は
業
務
に
協
力

す
る
よ
う
指
示
す
る
こ
と
が
で
き

る
。緊

急
災
害
対
策
本
部
の
設
置
に

至
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
移

譲
対
象
出
先
機
関
を
所
管
し
て
い

た
大
臣
は
、
特
定
広
域
連
合
等
の

長
に
対
し
、
同
様
の
協
力
を
要
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

上
記
の
防
災
に
関
す
る
事
務
又

は
業
務
へ
の
協
力
の
指
示
又
は
要

請
に
基
づ
き
、
特
定
広
域
連
合
等

の
職
員
が
他
地
域
の
国
の
出
先
機

関
に
派
遣
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て

は
、
派
遣
さ
れ
る
職
員
が
地
方
公

務
員
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、

当
該
職
員
の
身
分
上
の
取
扱
い
等
、

所
要
の
法
的
手
当
て
を
講
ず
る
。

（
４
）
個
別
の
作
用
法
令
に
基
づ

か
な
い
様
々
な
事
務
の
取
扱
い

事
務
の
位
置
づ
け
を
明
確
化
す

る
た
め
、
可
能
な
も
の
は
個
別
作

用
法
に
規
定
す
る
こ
と
を
基
本
と

し
つ
つ
、
そ
れ
以
外
の
事
務
に
つ

い
て
も
、
特
例
法
に
根
拠
規
定
を

設
け
る
等
の
措
置
を
含
め
、
そ
の

法
制
的
な
在
り
方
に
つ
い
て
検
討

す
る
。

（
５
）
新
た
に
必
要
と
な
る
事
務

等
の
取
扱
い

出
先
機
関
の
移
管
が
行
わ
れ
た

地
域
に
お
い
て
は
、
他
の
地
域
で

出
先
機
関
が
処
理
す
る
こ
と
と
な

る
新
た
な
事
務
に
つ
い
て
、
特
定

広
域
連
合
等
が
処
理
す
る
こ
と
を

基
本
に
、
法
令
上
の
手
当
て
等
に

つ
い
て
検
討
す
る
。

（
６
）
事
務
等
移
譲
の
手
続

�
基
本
方
針
の
策
定

国
は
、
出
先
機
関
の
事
務
等
の

特
定
広
域
連
合
等
へ
の
移
譲
に
関

す
る
基
本
的
な
方
針
（
以
下
「
基

本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
閣
議
決

定
に
よ
り
定
め
る
。

�
計
画
の
認
定
等

特
定
広
域
連
合
等
は
、
基
本
方

針
に
即
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
関

係
地
方
公
共
団
体
の
意
見
を
聴
い

た
上
、
特
定
広
域
連
合
等
の
議
会

の
議
決
を
経
て
、
移
譲
を
受
け
る

事
務
等
の
実
施
に
関
す
る
計
画

（
以
下
「
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成

【
４
面
へ
続
く
】

国国
のの
出出
先先
機機
関関
のの
事事
務務
・・
権権
限限
のの
ブブ
ロロ
ッッ
クク
単単

位位
でで
のの
移移
譲譲
にに
係係
るる
特特
例例
制制
度度（（
基基
本本
構構
成成
案案
））

内
閣
府
地
域
主
権
戦
略
室
│
平
成
２４
年
３
月
１６
日

（３） 平成２４年４月５日 第１８２７・２８号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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し
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
特

定

広

域
連
合
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
地

方
公
共
団
体
に
つ
い
て
も
、
同
様

の
手
続
に
よ
り
、
計
画
の
認
定
を

申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）

内
閣
総
理
大
臣
は
、
計
画
が
基

本
方
針
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と

き
は
、
計
画
の
認
定
を
す
る
も
の

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

内
閣
総
理
大
臣
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
関
係
行
政
機
関
の
長
の
同
意

を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�
事
務
等
の
移
譲
措
置

内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け

た
と
き
は
、
事
務
等
の
移
譲
の
た

め
の
措
置
が
適
用
さ
れ
、
移
譲
対

象
出
先
機
関
の
事
務
等
の
特
定
広

域
連
合
等
の
長
が
行
う
。
（
（
２
）

�
の
事
業
計
画
を
毎
年
度
策
定
す

る
。
）

３

職
員
、
財
源
に
係
る
措
置
の

在
り
方
に
つ
い
て

（
１
）
人
員
の
移
管
等

円
滑
な
移
管
を
実
現
す
る
た

め
、
移
管
す
る
要
員
規
模
の
決
め

方
、
移
管
の
方
法
、
身
分
の
取
扱

い
、
処
遇
上
の
取
扱
い
等
に
つ
い

て
、
主
と
し
て
以
下
の
点
に
重
点

を
置
い
て
検
討
を
進
め
る
。

�
移
管
等
が
必
要
な
要
員
数
の

決
め
方
、
移
管
の
方
法
、
身
分
の

扱
い移

譲
事
務
等
に
従
来
国
で
要
し

て
い
た
要
員
数
が
そ
の
ま
ま
地
方

で
必
要
と
な
る
要
員
数
と
な
る
こ

と
を
基
本
と
す
る
。

（
別
に
辞
令
を
発
せ
ら
れ
な
い

限
り
）
事
務
等
の
移
譲
の
日
に
お

い
て
、
移
譲
先
の
職
員
と
な
る
こ

と
と
し
、
移
管
の
前
後
に
お
い

て
、
職
員
の
就
く
官
職
の
職
務
と

責
任
は
同
等
と
す
る
こ
と
を
基
本

と
す
る
。

�
給
与
を
含
む
処
遇
上
の
扱
い

給
与
、
休
暇
、
服
務
に
つ
い
て

は
、
移
管
先
の
条
例
等
に
拠
る
こ

と
と
し
、
退
職
手
当
に
つ
い
て

は
、
国
、
地
方
の
勤
続
年
数
を
通

算
の
上
、
最
終
退
職
官
署
に
お
い

て
支
給
す
る
。
共
済
に
つ
い
て

は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
の
組

合
員
か
ら
地
方
公
務
員
共
済
組
合

の
組
合
員
に
な
る
。

�
そ
の
他

移
管
前
後
で
国
・
地
方
を
通
じ

て
公
務
能
率
を
維
持
・
向
上
さ
せ

る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
人
事

交
流
を
含
む
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
や
採

用
に
お
け
る
任
用
上
の
配
慮
、
研

修
、
人
事
記
録
等
の
引
継
ぎ
等
の

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。

（
２
）
財
源

移
譲
事
務
等
の
実
施
に
要
す
る

財
源
に
つ
い
て
改
革
の
理
念
に
沿

っ
た
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。

４

そ
の
他

（
１
）
事
務
等
移
譲
特
別
区
域
推

進
本
部

内
閣
に
、
全
閣
僚
で
構
成
す
る

事
務
等
移
譲
特
別
区
域
推
進
本
部

を
置
き
、
当
該
本
部
は
基
本
方
針

の
案
の
作
成
、
基
本
方
針
に
基
づ

く
施
策
の
実
施
の
推
進
に
関
す
る

事
務
等
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
２
）
権
利
義
務
の
承
継
に
つ
い

て
事
務
等
の
移
譲
に
伴
う
権
利
義

務
の
承
継
に
つ
い
て
所
要
の
措
置

を
講
ず
る
。

【
３
面
か
ら
続
く
】

厚
生
労
働
省
で
は
毎
年

５
月
５
日
か
ら
１
週
間
を

「
児
童
福
祉
週
間
」
と
定

め
て
い
る
。
児
童
福
祉
週

間
は
昭
和
２２
年
に
制
定
さ

れ
た
。
以
来
、
子
ど
も
や

家
庭
、
子
ど
も
の
健
や
か

な
成
長
を
国
民
全
体
で
考

え
る
機
会
と
し
て
現
在
に

至
っ
て
い
る
。

福
祉
週
間
で
は
、
児
童

福
祉
の
理
念
を
普
及
・
啓

発
さ
せ
る
た
め
、
各
種
行

事
を
実
施
し
て
い
る
。

２４
年
度
の
主
な
取
組
み

は
▽
子
ど
も
た
ち
と
大
相

撲
力
士
ら
に
よ
る
「
こ
い

の
ぼ
り
」
の
掲
揚
▽
「
児

童
福
祉
週
間
」
標
語
の
最

優
秀
作
品
受
賞
者
の
表
彰

式
▽
月
刊
「
厚
生
労
働
」

４
月
号
に
お
け
る
特
集
記

事
の
掲
載
▽
国
営
公
園
等

へ
の
無
料
入
園
等
の
実
施

（
調
整
中
）
―
―
な
ど
。

な
お
、
標
語
は
昨
年
秋

に
募
集
し
た
結
果
、
埼
玉

県
の
７
歳
男
児
に
よ
る
標

語
「
に
こ
に
こ
は
『
な
か

よ
く
し
よ
う
』
の
あ
い
ず

だ
よ
」
が
最
優
秀
作
品
に

選
ば
れ
た
。

市町村アカデミー（市町村職員中央研修所）では、全国の市町村

議会及び東京都２３区議会の議員の皆様を対象として、自治体が直面

している重要課題や時局の話題を取り上げる宿泊型特別セミナーを

開催しております。

今回は、５月９・１０日の２日間、それぞれの分野でご活躍されて

いる講師の方々による講義が行われる予定となっています。

多くの皆様方のご参加をお待ちしております。

◆日 時：平成２４年５月９日（水）１３：００から
５月１０日（木）１２：２０まで

５月９日 講演

１３：３０～１５：００「これからの政治の行方」
時事通信社解説委員 田崎 史郎 氏

１５：１５～１７：００「日本経済・地域経済」
経済ジャーナリスト 財部 誠一 氏

５月１０日 講演

９：００～１０：３０「地方議会の役割と改革の行方」
山梨学院大学法学部教授 江藤 俊昭 氏

１０：４５～１２：１５「パネルディスカッション」
コーディネーター

山梨学院大学法学部教授 江藤 俊昭 氏

パネラー

岩手県陸前高田市 伊藤 明彦 議長

宮城県仙台市 岡本 あき子議員

福島県南相馬市 渡部 寛一 議員

※講演の内容等は、一部変更になる場合がございます。

◆場 所：市町村職員中央研修所（市町村アカデミー）
（千葉市美浜区浜田１丁目１番）

◆申込期限：平成２４年４月１１日（水）
※定員に限りがございますので人数に達した場合締め

切らせていただく場合がございます。

◆申込方法：参加申込書（市町村アカデミーのホームページからダ
ウンロードできます）を、ＦＡＸ又は郵送でお送り下

さい。

◆参 加 費：１０，０００円（宿泊費、食費等を含む）
◆決定通知：申込書受理後、決定通知に併せて必要な資料を送付い

たします。

◆申込・照会先：〒２６１－００２５ 千葉市美浜区浜田１丁目１番

◆担 当：稗田、川邉 �０４３－２７６－３１２７（調査研究部）
ＦＡＸ ０４３－２７６－８４８４

ホームページ http : //www.jamp.gr.jp/

▼
議
長

▽
取
手

倉
持
光
男
（
２
・
１５
）

▽
御
殿
場

勝
亦

功
（
２
・
１５
）

▽
亀
岡

木
曽
利
�
（
２
・
１６
）

▽
中
野
（
長
野
）

湯
本
隆
英
（
２
・
２１
）

▽
東
大
阪

田
口
義
明
（
２
・
２１
）

▽
京
田
辺

村
田
正
夫
（
２
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２３
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三
豊
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史
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（
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▽
神
栖
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純
一
郎
（
３
・
２
）

▽
つ
く
ば
み
ら
い

中
山
栄
一
（
３
・
２
）

▼
副
議
長

▽
取
手

齋
藤
久
代
（
２
・
１５
）

▽
御
殿
場

鎌
野
政
之
（
２
・
１５
）

▽
亀
岡

明
田

昭
（
２
・
１６
）

▽
唐
津

前
田
一
�
（
２
・
１７
）

▽
焼
津

加
藤
與
志
男
（
２
・
２１
）

▽
東
大
阪

鳥
居
善
太
郎（
２
・
２１
）

▽
京
田
辺

矢
野
康
弘
（
２
・
２３
）

▽
三
豊

瀧
本
文
子
（
２
・
２３
）

▽
今
治

村
上
泰
造
（
２
・
２３
）

▽
瑞
浪

熊
谷
隆
男
（
２
・
２４
）

▽
高
島

小
島
洋
祐
（
２
・
２４
）

▽
町
田

藤
田

学
（
２
・
２７
）

▽
香
取

眞
本
丈
夫
（
２
・
２７
）

▽
各
務
原

神
谷
卓
男
（
２
・
２７
）

▽
日
野

中
野
昭
人
（
２
・
２９
）

▽
筑
西

尾
木
恵
子
（
２
・
２９
）

▽
旭

林

七
巳
（
２
・
２９
）

▽
守
谷

梅
木
伸
治
（
３
・
１
）

▽
橿
原

松
木
雅
徳
（
３
・
１
）

▽
小
城

江
島
佐
知
子
（
３
・
１
）

▽
糸
満

徳
里
勇
夫
（
３
・
１
）

▽
神
栖

長
谷
川
治
吉
（
３
・
２
）

▽
つ
く
ば
み
ら
い

海
老
原
弘
（
３
・
２
）

▼
事
務
局
長

▽
日
野

山
田
二
郎
（
２
・
１
）

議議
会会
人人
事事

平成２４年度 第１回

「「市市町町村村議議会会議議員員特特別別セセミミナナーー」」開開催催
市町村アカデミー主催

「「児児童童福福祉祉週週間間」」ががススタターートト
子子どどもものの日日かからら１１週週間間

第１８２７・２８号 平成２４年４月５日 （４）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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